○南陽市化製場等に関する法律施行細則
平成元年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条　この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜の特別処理の許可申請)
第2条　法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(動物の飼養又は収容の許可申請)
第3条　法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(別記様式第2号)に飼養(収容)施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした書類を添付して市長に提出しなければならない。
(動物の種類等の届出)
第4条　法第9条第4項の規定による届け出は、動物飼養(収容)届(別記様式第3号)に施設の構造設備を明らかにした書類を添付のうえ提出して行うものとする。
(動物の飼養又は収容許可申請書記載事項の変更等の届出)
第5条　法第9条第1項の規定による許可を受けたものは、当該許可申請書に記載した事項を変更したとき又は動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したときは、当該変更又は停止、若しくは廃止後10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止、廃止)届(別記様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可証の交付)
第6条　市長は、法第2条第2項ただし書の規定、法第9条第1項の規定により、許可を与えるときは許可証を交付しなければならない。
第7条　この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附　則
この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成3年3月12日規則第1号)
(施行期日)
1　この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2　この細則による改正前の南陽市へい獣処理場等に関する法律施行細則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この細則による改正後の南陽市化製場等に関する法律施行細則の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附　則(平成12年3月28日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号
　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
	　
	住所又は所在地
	　　

	
	氏名又は名称及び代表者氏名
	印


　
死亡獣畜特別処理許可申請書
　
下記のとおり死亡獣畜を死亡獣畜取扱場以外の施設(区域)で処理したいので、化製場等に関する法律第2条第2項ただし書の規定により許可くださるよう申請します。
　
記
　
1　死亡獣畜所有者の住所又は所在地及び氏名又は名称
　
2　死亡獣畜の種類、頭数、毛色、年齢及び性別
　
3　死亡の原因
　
4　死亡獣畜取扱場以外の施設(区域)で処理する理由
　
5　処理しようとする日時及び場所
　
6　処理方法
様式第2号
　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
	　
	住所又は所在地
	　　

	
	氏名又は名称及び代表者氏名
	印


	　
動物
	飼養
収容
	許可申請書


　
	下記のとおり動物を
	飼養
収容
	したいので、化製場等に関する法律第9条第1項の規定に


より許可されるよう申請します。
　
記
　
1　施設の所在地
　
2　動物の種類及び数
　
3　施設の構造設備の概要
　
　
備考
施設の構造設備及び周辺300メートル以内の状況を明らかにした図面を添付すること。
様式第3号
　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
	　
	住所又は所在地
	　　

	
	氏名又は名称及び代表者氏名
	印


　
	動物
	飼養
収容
	届


　
下記のとおり化製場等に関する法律第9条第4項の規定によりお届けいたします。
　
記
　
1　施設の所在地
　
2　動物の種類及び数
　
3　施設の構造設備の概要
　
　
備考
施設の構造設備及び300メートル以内の状況を明らかにした図面を添付すること。
様式第4号
　
年　　月　　日
　
南陽市長　　　　殿
　
	　
	住所又は所在地
	　　

	
	氏名又は名称及び代表者氏名
	印


　
	動物
	飼養申請書記載事項変更
収容停止(廃止)
	届


　
	下記のとおり動物の
	飼養許可申請書に記載した事項変更
収容を　停止　(廃止)
	したので、南陽市化製場


等に関する法律施行規則第5条の規定によりお届します。
　
記
　
1　変更(停止、廃止)の年月日
　
2　変更の場合については、当該変更事項
　
3　変更(停止、廃止)の理由
様式第5号
　
南陽市指令第　　　号
　
　
住所　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　
　
　　年　　月　　日付で申請のあつた死亡獣畜特別処理については、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第2条第2項の規定により次の条件を付して許可する。
　
　
年　　月　　日
　
　
南陽市長　　　　　　　　印
　
　
条件
死亡獣畜を埋却する穴は、死亡獣畜を入れても、なお、地表まで1メートル以上の余地を残す深さとすること。
様式第6号
　
南陽市指令第　　　号
　
　
(法人の場合はその所在地)　　　
住所　　　　　　　　　　　　
(法人の場合は名称及び代表者名)
氏名　　　　　　　　　　　印
　
　　年　　月　　日付けで申請のあつた動物の飼養又は収容許可については、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により許可する。
　
　
年　　月　　日
　
　
南陽市長　　　　　　　　印
　
1　所在地
　
2　飼養又は収容する動物の種類及び数
